
「地震調査研究の推進について－地震に関する観測、測量、調査及び研究の推
進についての総合的かつ基本的な施策－」の評価について（概要） 
 
 

平 成 18 年 ７ 月 18 日 
 
 
 地震調査研究推進本部政策委員会によって、「地震調査研究の推進について－
地震に関する観測、測量、調査及び研究の推進についての総合的かつ基本的な
施策－」（平成 11 年４月 23 日地震調査研究推進本部。以下「総合基本施策」と
いう。）に基づく取組の評価を行うため、政策委員会の下に、平成 16 年８月 26
日、総合的かつ基本的な施策の評価に関する小委員会を設置。 
 本評価結果については、平成 18 年７月 18 日付けで取りまとめ、公表。 
 
１．評価の考え方 
 総合基本施策に掲げられた個々の施策の進捗状況とその成果の評価を行う
ことで、今後の総合基本施策の推進に役立てるとともに、次期総合基本施策
の策定にも生かすことを目指している。 
 

２．評価の項目、内容 
 
(1) 小目標の達成度 

総合基本施策に示された個々の施策について、その目標（小目標）が達
成されているかを評価 

小目標がほぼ達成されている Ａ 
小目標がある程度達成されている Ｂ 
小目標がほとんど達成されていない Ｃ 

 
(2) 中目標の達成度 

総合基本施策で示された個々の施策の推進により、目指していた上位の
目標（中目標）が達成されているかを評価 

中目標がほぼ達成されている ａ 
中目標がある程度達成されている ｂ 
中目標がほとんど達成されていない ｃ 

 
(3) 個々の施策の今後の展開 

(1)、(2)の評価を受けて、個々の施策を今後どのように展開することが
適切と考えるかを評価 

中目標の達成（又は達成された状況の維持）のために、 
当該施策への取組の強化を図るべき ア 
当該施策への取組を着実に進めるべき イ 
当該施策については、その取組の方向性や考え方等について何らかの

見直しをすべき ウ 
 
(4) 評価に付記すべき内容 

３段階（区分）による評価だけでは表せないもの、次期総合基本施策を
策定する上で考慮すべき事項等を評価に付記すべき内容として記載 

参考 政３０－（３） 



３．評価結果の概要及び特に留意すべきと思われる点等 
 
(1) 多くの施策については、着実な進捗 

まず、総合基本施策の多くの施策について着実な進捗がみられる。その
中でも稠密な調査観測網が整備され、そのデータが広く流通、公開された
ことは大きな成果と位置付けることができる。さらに「全国を概観した地
震動予測地図の作成」が平成17年３月になされたことを高く評価したい。 

二番目に「リアルタイムによる地震情報の伝達の推進」について、観測
されたデータが地震発生後、即時的に流通し、地震活動の評価に用いられ
ることで、有用な情報発信がなされている。また、「緊急地震速報」とし
て気象庁により平成 18 年度中の本格運用が目指されている。 

一方、取組が遅れているものとして、海域での調査観測網の整備を指摘
しておきたい。 

 
(2) 現在の調査観測の継続が今後大きな課題に 

現在の基盤的調査観測網をいかに維持・更新していくかが、きわめて重
要となる。独立行政法人、国立大学法人が担っている部分がきわめて大き
く、当該観測網の重要性を主張し続けることが求められる。 

 
(3) 地震調査研究の成果の発信になお検討すべき点 

地震調査研究の成果を地震による被害軽減に結びつける過程の下で、だ
れが関係し、その人に対しては、どれだけのことを知ってもらい、意識や
行動として何を求めるかを、より明確にする必要がある。 

 
(4) 「橋渡し的な役割」を果たす人材、体制を 

橋渡し的な役割を担う人材あるいは体制の活動を支援するために、目的
や対象によって使い分けができるよう、地震調査研究側から発信する情報
の内容を充実すること等について検討する必要がある。 

 
４．次期総合基本施策の策定に向けて 

 
(1) 全体の枠組みについて 

次期総合基本施策においては、具体的な内容を提示することに加え、よ
り緊急度を持って実施すべき施策は何かを明確にすることが求められる。 

また、とりまく状況が大きく変化する中で、より短い時間幅で部分的に
見直す考えを取り入れるとともに、将来の大規模地震発生を見据えた、長
期的な視点を加えるなど、時間軸設定の枠組みを再検討する必要がある。 

 
(2) 配慮すべき視点について 

次期総合基本施策策定に際し、配慮すべき視点については、以下のとお
りである。 
・現在の総合基本施策では、地震調査研究の担い手として、主として国、

独立行政法人、国立大学法人が想定されているが、私立大学や、公益法
人、企業の有する研究機関等も、重要な役割を果たしている場合が少な
くなく、今後、明確にしていく必要がある。 

・津波の予測精度の向上は、事前及び実際に地震・津波が発生した際に重
要であり、津波に関して、何が課題であり、また、被害の軽減に向け、
どのように調査研究を進めていくかを明らかにすることが求められる。 



総合的かつ基本的な施策の評価に関する小委員会

＜　総合基本施策　「第２章　地震調査研究の推進方策」　に掲げられている施策の達成度等に関する評価　＞

小目標の達成度 ＡＡＡＡＡ Ａ ＢＢＢＢ ＡＡＡ ＢＢＢ Ａ ＢＢＢＢＢ ＢＢＢＢ ＣＣ

中目標の達成度 ａａ ｂｂｂ ａ ｂｂｂｂ ａａａ ｂｂｂ ｂｂｂｂｂｂ ｂｂｂｂ ｃｃ 初期配点 3 2 1

今後の展開 アアア イイ アアア イイ アアアアア イ アア イイイイ アアアア イ ウ 平均点 3.0～2.6 2.5～1.5 1.4～1.0

２．５を超え １．５未満

小目標の達成度 3.0点 Ａ 2.2点 Ｂ 2.5点 Ｂ 2.2点 Ｂ 1.7点 Ｂ Ａ Ｂ Ｃ

中目標の達成度 2.4点 ｂ 2.2点 ｂ 2.5点 ｂ 2.0点 ｂ 1.7点 ｂ ａ ｂ ｃ

今後の展開 2.6点 ア 2.6点 ア 2.8点 ア 2.3点 イ 2.5点 イ ア イ ウ

小目標の達成度 ＢＢＢＢ ＣＣ ＡＡ ＢＢＢＢ Ａ ＢＢＢ ＣＣ ＡＡ ＢＢＢ Ｃ ＡＡ Ｂ ＣＣ Ａ ＢＢＢＢ Ｃ ＢＢＢ ＣＣＣ ＡＡ ＢＢＢＢ

中目標の達成度 ｂｂｂｂ ｃｃ ａ ｂｂｂ ｃｃ ａ ｂｂｂ ｃｃ ａ ｂｂ ｃｃｃ ａ ｂｂ ｃｃ ａ ｂｂｂｂ ｃ ｂｂｂ ｃｃｃ ａａ ｂｂｂ ｃ

今後の展開 アアアアア イ アアア イ ウウ アアア ウウウ アア イ ウウウ アアアア ウ アアア イイイ アアア ウウウ アアアア イ ウ

小目標の達成度 1.7点 Ｂ 2.3点 Ｂ 1.8点 Ｂ 2.2点 Ｂ 2.0点 Ｂ 2.0点 Ｂ 1.5点 Ｂ 2.3点 Ｂ

中目標の達成度 1.7点 ｂ 1.8点 ｂ 1.8点 ｂ 1.7点 ｂ 1.8点 ｂ 2.0点 ｂ 1.5点 ｂ 2.2点 ｂ

今後の展開 2.8点 ア 2.2点 イ 2.0点 イ 1.8点 イ 2.6点 ア 2.5点 イ 2.0点 イ 2.5点 イ

１　地震調査研究の推進とその基盤整備

(2) 地震調査研究の成果
の活用にあたって必要と
される国民の理解のた
めの広報の実施（ｐ２４）

２　広範なレベルにおける連携・協力の推進

(4) 地震調査研究推進に
おける国の関係行政機
関、調査観測研究機関、
大学等の役割分担及び
連携（ｐ２０）

(5) 地震防災対策側から
の要請の地震調査研究
推進への反映（ｐ２１）

(3) 地震調査研究の成果
の活用にあたっての国
の役割と地方公共団体
の役割への期待（ｐ２６）

(1) 地震防災工学研究の
推進と地震調査研究と
の連携促進等（ｐ２３）

４　地震調査研究の評価
のあり方（ｐ３３）

(1) 地震に関する基盤的
調査観測の推進（ｐ１６）

(2) 地震に関する調査観
測研究データの蓄積・流
通の推進（ｐ１８）

(3) 基礎的、基盤的研究
の振興（ｐ１９）

３　予算の確保、人材の育成等

(4) 推進本部と地震調査
研究に関連する審議会
等との連携（ｐ２７）

(5) 国際協力（ｐ２９） (1) 予算の確保及び効
率的使用等（ｐ３０）

(2) 人材の育成及び確
保（ｐ３１）
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総合的かつ基本的な施策の評価に関する小委員会

＜総合基本施策　「第３章　当面推進すべき地震調査研究」　に掲げられている施策の達成度等に関する評価　＞

１　活断層調査、地震の発生可能性の長期評価、強震動予測等を統合した地震動予測地図の作成（ｐ３４）

小目標の達成度 ＡＡＡＡＡ Ｂ ＡＡＡＡＡ Ｂ Ａ ＢＢＢ ＣＣ ＡＡＡ ＢＢＢ ＡＡ ＢＢＢ Ｃ

中目標の達成度 ａａ ｂｂｂｂ ａａ ｂｂｂｂ ａａ ｂｂｂｂ ａａ ｂｂｂｂ ａａ ｂｂｂｂ 配点 3 2 1

今後の展開 アア イイイイ アア イイイイ アアア イイイ アアアア イイ アアアアア イ 平均点 3.0～2.6 2.5～1.5 1.4～1.0

２．５を超え １．５未満

小目標の達成度 2.8点 Ａ 2.8点 Ａ 1.8点 Ｂ 2.5点 Ｂ 2.2点 Ｂ Ａ Ｂ Ｃ

中目標の達成度 2.3点 ｂ 2.3点 ｂ 2.3点 ｂ 2.3点 ｂ 2.3点 ｂ ａ ｂ ｃ

今後の展開 2.3点 イ 2.3点 イ 2.5点 イ 2.7点 ア 2.8点 ア ア イ ウ

小目標の達成度 ＡＡＡＡＡ Ｂ ＡＡＡ Ｂ Ｃ ＡＡＡ ＢＢ Ｃ ＡＡＡＡＡ ＡＡＡ Ｂ Ｃ ＡＡＡＡ Ｂ ＡＡＡＡＡ Ｂ

中目標の達成度 ａａ ｂｂｂｂ ａａ ｂｂ ｃ ａａ ｂｂｂ ｃ ａaa ｂｂ ａａａ ｂｂ ａａａａ ｂ ａａａａ ｂｂ

今後の展開 アア イイイ ウ アア イイイ アアア イイ ウ アアアア ウ アアアア ウ アアア イ ウ アアア イイイ

小目標の達成度 2.8点 Ａ 2.4点 Ｂ 2.3点 Ｂ 3.0点 Ａ 2.4点 Ｂ 2.8点 Ａ 2.8点 Ａ

中目標の達成度 2.3点 ｂ 2.2点 ｂ 2.2点 ｂ 2.6点 ａ 2.6点 ａ 2.8点 ａ 2.7点 ａ

今後の展開 2.2点 イ 2.4点 イ 2.3点 イ 2.6点 ア 2.6点 ア 2.4点 イ 2.5点 イ

１　活断層調査、地震の発生可能性の長期評価、強震動予測等を統合した
地震動予測地図の作成

(4) 強震動予測手法の高
度（ｐ４０）

(5) 地下構造調査の推進
（ｐ４１）

(3) 地震発生可能性の長
期確率評価（ｐ３９）

〇基盤的調査観測等の
高感度地震計等のデー
タをリアルタイムで収集
するとともに、地震につ
いての詳細な情報を即
時に決定し、それらをリ
アルタイムで地震防災関
係機関等に伝達する機
能についてさらに高度化
を推進するための検討
（ｐ４２）

〇遠隔地で発生する地
震による主要動をその到
達前にとらえ、重要施設
等における緊急な対応を
可能とするリアルタイム
地震防災システムの研
究開発（ｐ４３）

２　リアルタイムによる地震情報の伝達の推進

３　大規模地震対策特別
措置法に基づく地震防
災対策強化地域及びそ
の周辺における観測等
の充実（ｐ４４）

(1) 陸域及び沿岸域の地震の特性の解明と情報の
体系化

(2) 海溝型地震の特性の解明と情報の体系化

〇主要な活断層の場
所、活動度等に関する情
報の明確化（ｐ３５）

〇未発見の活断層の調
査のための手法等につ
いて検討（ｐ３６）

４　地震予知のための観
測研究の推進（ｐ４６）

〇津波波高予測技術の
高度化を図る調査研究
を推進（ｐ３８）

〇日本に被害を与える
可能性のある海溝型地
震の場所、活動度等に
関する情報の明確化（ｐ
３７）

凡例

2



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


